様式第18号（第24条関係）

平成    年    月    日

（財）長崎県産業振興財団理事長  様

住    所

申請者  名    称

代表者名                                 印
平成    年度ナガサキ型新産業創造ファンド事業助成金成果報告書
  平成    年    月    日付け    長産振長第      号で交付の決定の通知があった標記の助成事業に関し、ナガサキ型新産業創造ファンド事業助成金交付要領第２４条の規定により、その成果について下記のとおり報告します。
記
１．助成事業の実施結果の事業化等の有無
  （１）助成事業の実施結果の事業化                     有      ・      無

  （２）産業財産権等の譲渡又は実施権の設定             有      ・      無

  （３）その他の助成事業の実施結果の他への供与         有      ・      無

※以下、事業化等が有の場合記入すること。
    事業計画のテーマ：
（単位：円）

	助成金確定額
	助成事業に係る本年度収益額
	控  除  額
	本年度までの助成事業に係る支出額
	基準納付額
	前年度までの助成事業に係る累積納付額
	本年度納付額

	
	
	
	
	
	
	


※記載注意事項

１． 「助成事業に係る本年度収益額」とは、助成事業の実施結果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該助成事業の実施結果の他への供与による総収入額から総収入を得るに要した額（※総原価）を差し引いた額の合計額をいう。 【※製造原価に一般管理費を加えたもの】

２． 「控除額」とは、助成事業に係る経費のうち、助成事業者が自己負担によって支出した額の５分の１をいう。
３． 「本年度までの助成事業に係る支出額」とは、本年度までに助成事業に係る費用として支出された全ての経費をいう（助成金及び自己資金）。

４． 「基準納付額」とは助成事業に係る本年度収益額から「控除額」を差し引いた額に、「助成金確定額」を「本年度までの助成事業に係る支出額」で除した額を乗じた額をいう。

５．  「前年度までの助成事業に係る累積納付額」とは、前年度までの収益に伴う納付金及び財産処分に伴う納付金の合計額をいう。

６． 「本年度納付額」とは、基準納付額と累積納付額の合計額が助成金確定額を超えない場合には、基準納付額が本年度納付額となる。また、基準納付額と累積納付額の合計額が助成金確定額を超える場合には、助成金確定額から累積納付額を差し引いた残額が本年度納付額となる。
２．成果の内容について
	①研究開発事業（特許取得、開発後の事業化、その他当該事業の成果と思われるものを自由に記載してください。）

	

	②事業化等調査事業（調査に実施に基づく新技術や新製品の事業化、市場化、その他当該事業の成果と思われるものを自由に記載してください。）

	

	③販路開拓事業（展示会に出展して得られたもの、その他当該事業の成果と思われるものを自由に記載してください。）

	


以上の助成事業について、（ ）の観点から成果を記載してください。プラス面、マイナス面、どちらの成果でも結構です。売上高の増加、雇用人数など、成果が具体的に数値化できる場合は、数字を記載してください。
